
 

 

津波災害等における緊急一時避難施設への災害時用備蓄物資支給要綱（北区役所） 

 

 

 

（目的） 

第１条 本要綱は大阪市北区内において「津波災害又は水害時における指定緊急避難場所と

しての使用に関する協定書」又は「津波災害等における緊急一時避難施設としての使用に

関する協定書」（以下「協定書」という。）を締結した民間施設の施設所有者等に対し災害

時用備蓄物資（以下「備蓄物資」という。）を支給することにより、災害に強いまちづく

りを推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 備蓄物資とは、別表１に掲げるものをいう。 

 

（備蓄物資の支給） 

第３条 市長は、予算の範囲内において、施設所有者等に対し次のとおり支給を行うものと

する。 

（１）１施設に支給できる備蓄物資の上限は受入人数に応じて別表２のとおりとする。 

（２）原則として支給は１施設当たり１回限りとする。 

（３）市長は施設所有者等と事前協議のうえ、支給決定通知書（様式１）を施設所有者等に通

知するものとする。 

 

（管理責任） 

第４条 備蓄物資は、支給を受けた施設所有者等が大阪市防災・減災条例等を勘案し適切に

使用することとする。 

 

（その他） 

第５条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が定める。 

 

附  則 

本要綱は、平成２７年６月３０日から施行する。 

本要綱は、平成２８年４月 １日から施行する。 

本要綱は、令和 元年５月 １日から施行する。 

 



 

別表１ 

 

災害時用備蓄物資 

 

号 備蓄物資の名称 備考 

１ 簡易トイレ 組立式 

２ 小型テント 避難者のプライバシー保護用 

３ 携帯トイレ 男女兼用（小便のみ） 

４ 凝固剤セット 簡易トイレや既設便座に設置できるもの 

５ アルミポンチョ 避難者の防寒対策用 

 

 



 

別表２ 

 

１施設に支給できる備蓄物資の上限 

 

号 備蓄物資の名称 備蓄物資の概算単価 

１ 簡易トイレ ５，０００円 

２ 小型テント ５，０００円 

３ 携帯トイレ ２００円 

４ 凝固剤セット ２００円 

５ アルミポンチョ ２００円 

 

（計算式） 

  上限金額 （Ａ）＝（受入人数）× ５００円 

※受入人数とは、協定書に記載した人数とする。 

 

上限数 ＝（１号）簡易トイレ 希望数 × ５，０００円 ≦（Ａ） ・・・ ① 

       （２号）小型テント 希望数 × ５，０００円 ≦（Ａ） ・・・ ② 

       （３号）携帯トイレ 希望数 ×  ２００円 ≦（Ａ） ・・・ ③ 

       （４号）凝固剤セット 希望数 ×  ２００円 ≦（Ａ） ・・・ ④ 

       （５号）アルミポンチョ 希望数 ×  ２００円 ≦（Ａ） ・・・ ⑤ 

※上限金額の範囲内で１～５号を組み合わせて支給することも可能とする。 

 

 

 

 



 

 

（様式１） 

大阪市指令  第  号 

令和  年  月  日 

 

          様 

                          大 阪 市 長 

 

 

支給決定通知書 

 

 

津波災害等における緊急一時避難施設への災害時用備蓄物資支給要綱 第３条に基づき、 

次のとおり支給することを決定したので通知します。 

 

 

１．支給を決定した備蓄物資 

号 備蓄物資の名称 数量 

１ 簡易トイレ  個        

２ 小型テント 個        

３ 携帯トイレ 個        

４ 凝固剤セット 個        

５ アルミポンチョ 個        

 

 

２．留意事項 

支給した備蓄物資は、「津波災害等における緊急一時避難施設への災害時用備蓄物資

支給要綱」第４条を遵守し、適切に使用してください。 

 

 


